
大阪府商工関係者表彰実施要領
（趣旨）

第1条 この要領は、大阪府の商工業の振興発展に功績のあった個人若しくは団体の表彰の実施について必要な事項を定めるものとする。

（選考基準）

第2条 表彰候補者の選考基準は次のとおりとする。ただし、すでに産業功労として知事表彰を受けたものは除く。

（1） 個人の場合、次の各号のいずれかに該当し、府民の模範となる者。

　　ア　団体の役員として5年以上従事し、業界の振興と本府産業の発展等に尽力した功績が顕著な者。
　　イ　団体の職員として10年以上職務に奨励し、成績優秀で団体の振興発展に尽力した者。
　　ウ　従業員として10年以上業務に奨励し、成績優秀で本府産業の発展及び技術の改善等に尽力した者。
（2） 事業所等として10年以上本府産業の発展及び技術の改善等に寄与し、業績が顕著でかつ内容が健全であって、現在活発に活動している他の模範となるもの。

（3） 団体の場合、次の各号の要件を備え本府商工労働行政の推進に寄与し、他の模範となるもの。
　　ア　設立後5年以上経過していること。
　　イ　業績が顕著でかつ内容が健全であって、現在活発に活動していること。

（4） その他前各号の規程には該当しないが、業績が特に顕著で本府商工労働行政の推進に協力し、産業の振興発展に尽力した者。
（表彰の時期）

第3条 表彰は知事が別に定める日に行なう。

（表彰の方法）

第4条 表彰は賞状を授与して行なう。この場合において、特に必要があるときは副賞を添えることができる。

（表彰の推薦手続）

第5条 団体の代表者は、第2条の規程に該当すると認められる者があるときは、別に定める推薦書を所管課長あて送付するものとする。

（表彰状の様式）

第6条 賞状の様式は様式第1号の１から５によるものとする。

（表彰予定人員）

第7条 表彰予定人員は、１，０００名以内とする。

　

　附　　則
　この要領は、昭和５６年７月２０日から実施する。

　この要領は、平成元年８月１８日から実施する。

　この要領は、平成９年４月１日から実施する。

　この要領は、平成１２年４月１３日から実施する。

　この要領は、平成１６年５月２０日から実施する。

この要領は、平成１８年４月１日から実施する。
この要領は、令和元年６月２１日から実施する。

